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1. ごみの区分と種類 

本市におけるごみの区分と種類を以下に示します。(R2.4.1 現在) 

 

表 3-1-1 ごみの区分と種類 

  

区分 分別・種類 

家 

庭 
系 

も や す ご み 

(可燃物) 

生ごみ・皮革製品・プラスチック製容器・発泡スチロール・

お菓子の袋など 

もやさないごみ 

(不燃物) 

陶器類・電球・蛍光灯・ガラス・プラスチック製品・ガス缶・

乾 電 池 ・かさ・小 型 電 気 製 品 など ※リチウムイオン電 池

等の危険 性 の高い品 目 は、指 定 袋 に単体で入 れ目印 の

貼紙をする 

缶 類 

(資源物) 
飲み物、食べ物が入っていた缶類（油缶を除く） 

び ん 類 

(資源物) 

飲 み物 、食 べ物 、飲 み薬 、調 味 料 、ドレッシングが入 って

いたびん類 

ペ ッ ト ボ ト ル 

(資源物) 

飲み物、しょうゆ、つゆ、だし、酢が入っていた、ペットボト

ル 

古 紙 類 

(資源物) 
新聞紙、折り込み広告・ダンボール・雑誌類 

古 布 類 

(資源物) 
衣類・タオル・毛布・シーツ・カーテン 

粗 大 ご み 

(特別収集) 

家具・自転車・電子レンジ・その他指定袋に入らない大き

さのもの 

一 時 多 量 ご み 

(特別収集) 
引越しなどで一時的に多量に発生したごみ 

家 電 テレビ・エアコン・冷蔵庫、冷凍庫・洗濯機、衣類乾燥機 

動 物 の 死 骸 「犬」「猫」「うさぎ」などのペット類 

処理できないごみ タイヤ・バッテリー・耐火金庫・建築廃材など 

事

業

系 

可 燃 物 生ごみなど 

資 源 物 等 金属製容器・ガラスびん・紙類など 

第３章 ごみ処理の現況と課題 
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2. ごみの収集体制と排出方法 

 

図 3-2-1 ごみの収集体制と排出方法 

(R7.4.1 現在) 

区分 収集体制 収集回数 排出方法等 

家 

庭 

系 

も や す ご み 

(可燃物) 

市委託 

（市一部直営） 
週 2 回 

市 指 定 の指 定 ごみ袋 （有 料 ）に

て指定排出場所に排出 

 

※リチウムイオン電 池 等 の小 型

充 電 式 電 池 は、主 として回 収 拠

点窓口に持込み、引き渡す。 

通 常 収 集 で出 す場 合 は、指 定

袋 に単 体 で入 れ目 印 の貼 紙 を

して排 出 （中 身 が残 っているガ

ス缶も同様） 

もやさないごみ 

(不燃物) 

市直営 

月 2 回 

缶 類 

(資源物) 

び ん 類 

(資源物) 

ペ ッ ト ボ ト ル 

(資源物) 

古 紙 類 

(資源物) 
市委託 

紐 で括 り指 定 排 出 場 所 に排 出

（雨天時は透明の袋に入れる） 

古 布 類 

(資源物) 

透 明 の袋 に入 れ指 定 排 出 場 所

に排出 

粗 大 ご み 
市直営 

週 1 回 

※予約制 

※市 の収 集 は収 集 車 の寄 り付

ける場所まで排出 

※市の許可業者は応談 

市許可業者 ― 

一 時 多 量 ご み 
市直営 

週 1 回 

※予約制 

市許可業者 ― 

動 物 の 死 骸 市直営 随時 電話等にて受付 

家 電 

販売業者 ― 応談 

市直営 
週 1 回 

※予約制 

※市 の収 集 は収 集 車 の寄 り付

ける場所まで排出 

処理できないごみ 販売業者など ― ― 

事

業

系 

可 燃 物 
①事業者自ら 

②委 託 業 者 
― 

※委 託 業 者 ・リサイクル業 者 と

の契約による 
資 源 物 等 リサイクル業者 
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3. ごみ処理の流れ 

家庭系ごみの処理の流れを以下に示します。 

 

 

図 3-3-1 ごみ処理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破砕からの可燃物及び不燃物

選別後の不燃物

選別後の可燃物

選別後の不燃物

破砕からの資源物

焼却残渣

古布（衣類、タオル等）

古紙類（新聞、雑誌等）

びん類（茶色、無色等）

粗大ごみ

ごみ焼却施設

廃食用油

缶類（アルミ、スチール）

不燃物

紙パック

ペットボトル

ガラス原料等

家 庭

可燃物

製紙会社等（資源化）

再資源化事業施設（資源化）

再商品化事業者（資源化）

選別保管施設

粗大ごみ処理施設 資源化（マテリアル等）

埋立処分地施設

選別保管施設

選別保管施設

製紙工場（資源化）

再商品化事業者（資源化）

アルミ・スチール原料等

バイオディーゼル燃料等

トイレットペーパー等

ウエス等

新聞、雑誌、ダンボール原料

繊維原料等

焼却灰再資源化（セメント原料）
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4. ごみの排出量と性状 

 

(1) ごみの排出量 

本市のごみの排出量は、藤ヶ谷清掃センターに搬入された、もやすごみ、も

やさないごみ(いずれも粗大ごみを含む。)の搬入量計です。 

ごみの排出量は、「直営収集ごみ」と「直接搬入ごみ」に区分されます。 

「直営収集ごみ」とは、市の指定日に排出されるごみのことで、回収を行う

市、又は市から委託を受けた収集運搬業者によって、藤ヶ谷清掃センターへ搬

入されます。「直接搬入ごみ」とは、市民や事業者が自ら藤ヶ谷清掃センター

へ搬入するごみや、市民や事業者から収集運搬の依頼を受けた市の許可業者に

より搬入されるごみのことをいいます。 

ごみの排出量は、ピーク時の平成 4 年度は 73,578 トンでしたが、有料指定

ごみ袋の導入や、『缶・びん・ペットボトル』の分別収集、家電リサイクル法

の施行などにより、平成 14 年度には、55,921 トンまで減少しました。その後

も減少傾向で推移していましたが、最近 10 年間は横ばいの状況で、令和６年

度実績は 42,567 トンとなっています。なお、この実績値は、缶類・びん類・

ペットボトルと古紙・古布等の資源物量と自治会等で行う集団回収量を除いた

数値です。 

図 3-4-1  

 

ごみの排出量推移（直営収集ごみ＋直接搬入ごみ） 

 

※1 直 営 収 集ごみ量 ＋直 接 搬 入 量×1,000÷各 年 度 末 人 口(外 国 人 含む)÷日 数で算 出  
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(トン) (グラム) 
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表 3-4-1 ごみの排出量推移（直営収集ごみ+直接搬入ごみ） 

 

 

(2) 直営収集ごみ量の推移 

直営収集ごみ量は、事業系ごみの収集切り離しをした平成 14 年度の 29,252

トンから減少傾向で推移し、令和 6 年度の実績値は 20,748 トンでした。 

 

図 3-4-2 直営収集ごみ量 

 

 

 

表 3-4-2 直営収集ごみ量 

  

26,175
21,587 21,210 20,815 19,982 19,079

3,077

2,187 2,098 1,704 1,891
1,668

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成14年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

もやすごみ もやさないごみ

 H14 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

も や す ご み 50,201 40,697 40,335 40,994 40,567 39,169 

もやさないごみ 5,720 4,281 4,407 3,661 3,579 3,399 

合計 55,921 44,978 44,742 44,655 44,146 42,567 

グラム/人・日 1,213 1,160 1,172 1,161 1,154 1,118 

 H14 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

も や す ご み 26,175 21,587 21,210 20,815 19,982 19,079 

もやさないごみ 3,077 2,187 2,098 1,704 1,891 1,668 

合計 29,252 23,774 23,308 22,519 21,873 20,747 

(ト ン )  
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(3) 直接搬入ごみ量 

直接搬入ごみ量は、最近 10 年間は横ばいの状況で、令和 6 年度実績値は

23,700 トンです。 

  直接搬入ごみの大部分は事業系一般廃棄物が占めています。 

 

図 3-4-3 直接搬入ごみ量 

 

 

 

表 3-4-3 直接搬入ごみ量 

 

 

 

 

 

 

 

24,026

19,110 19,125 20,179 20,585 20,089

2,643

2,094 2,309
1,956 1,688 1,731

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成14年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

もやすごみ もやさないごみ

 H14 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

も や す ご み 24,026 19,110 19,125 20,179 20,585 20,089 

もやさないごみ 2,643 2,094 2,309 1,956 1,688 1,731 

合計 26,669 21,204 21,434 22,135 22,273 21,820 

(トン) 
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(4) 家庭系ごみの組成分析調査 

 

①もやすごみ 

もやすごみの組成調査結果を以下に示します。 

排出されたもやすごみの 18.11％は資源物の混入でした。 

 

 

図 3-4-4 

 

「資 料 ：令 和２年 度 別 府 市における家 庭 系 ごみ組 成 分 析 調 査 報 告 書」 
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図 3-4-5 

 
 

図 3-4-6 
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②もやさないごみ 

もやさないごみの組成調査結果を以下に示します。 

排出されたもやさないごみの 8.43％は資源物の混入でした。 

 

 

 

図 3-4-7 

 

「資 料 ：令 和２年 度 別 府 市における家 庭 系 ごみ組 成 分 析 調 査 報 告 書」 
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図 3-4-8 

 
 

図 3-4-9 
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5. その他の実績 

(1) 粗大ごみと一時多量ごみの実績 

  別府市の指定ごみ袋に入らないものは「粗大ごみ」の扱いとなり、市また

は市の許可業者が有料で回収しています。 

  また、引越しなどに伴い多量に発生したごみは、「一時多量ごみ」として、

同様に有料で回収しています。 

 

表 3-5-1 

 

図 3-5-1 

 

 

 

5,733 5,853 5,470 5,667 5,673

2,529 2,484
2,407 2,505 2,432

799 844
845

850 920
252 258

255
265 243

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

300円 600円 800円 一時多量ごみ(件数)(個)

  
R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

申込件数 4,379 4,424 4,407 4,440 4,376 

粗大ごみ 

300 円 5,733 5,853 5,470 5,667 5,673 

600 円 2,529 2,484 2,407 2,505 2,432 

800 円 799 844 845 850 920 

一時多量ごみ 

(件数) 
252 258 255 265 243 

合 計 9,313 9,439 8,977 9,287 9,268 
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(2) 動物の処理件数 

動物の死骸（ペットは有料）は、一般廃棄物に該当するため、市で回収し

ています。 

表 3-5-2 

 

図 3-5-2 

 

 

 

 

169 138 126 139 173

726

658 637 572

507

38

26
19

20
17

0

200

400

600

800

1,000

1,200

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

その他（鳥、うさぎ等） 猫 犬(体）

項目      

年度 
R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

犬 38 26 19 20 17 

猫 726 658 637 572 507 

その他（鳥、うさぎ等） 169 138 126 139 173 

合計 933 822 782 731 697 

（処理件数内ペット数） 131 107 116 96 83 
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(3) 不法投棄通報件数 

 

表 3-5-3 

 

図 3-5-3 

 

  

54

35
26 30 31

51

32
25 29 30

0

25

50

75

100

125

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

不法投棄通報等件数 処理件数(件)

年度             

項目  
R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

   不法投棄通報等件数 54 35 26 30 31 

   処理件数 51 32 25 29 30 

内

訳 

 原因者による処理件数 

0 0 1 1 0 
 （警察による検挙数） 

 市による処理件数 38 19 20 24 21 

 県及び他市町村との 

  共同処理 
0  0  0  0  0  

  処理数量（kg） 930 395 228 291 275 

内

訳 

 可燃物（kg） 320 80 95 71 170 

 不燃物 (kg） 610 315 133 220 105 

未処理件数 

（原因者調査中） 
3 3 3 1 1 
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(4) 家電の回収 

  市では、家電リサイクル法に則し、販売店等が分からないテレビ等の法対

象品目を回収しています。 

  回収実績を以下に示します。 

 

表 3-5-4 

 

 

図 3-5-4 
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テレビ 洗濯機 衣類乾燥機 冷蔵庫 エアコン(台)

           年 度  

項 目               
R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

申
込
件
数 

テレビ 81 72 81 103 122 

洗濯機 77 69 59 107 83 

衣類乾燥機 0 0 0 0 0 

冷蔵庫 95 84 68 124 113 

冷凍庫 0 0 0 0 0 

エアコン 16 10 12 13 18 

 合 計 269 235 220 347 336 
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6. ごみの減量と再資源化への取組 

 本市のごみの減量と再資源化への施策と取組をカテゴリー別にし、以下に示します。

カテゴリーが重複する取組については、内容によりどちらかのカテゴリーに入れています。 

 

図 3-6-1 

 

 

ご

み

の

減

量

・

再

資

源

化

の

取

組

（1）ごみの減量に関すること

（2）リユース(再使用)に関すること

（3）再資源化に関すること

（4）啓発に関すること

（5）その他

①リサイクル推進店制度（事業者） ※令和 4 年度廃止 

②美しいまちづくり奨励事業補助金事業（自治会） 

③生ごみ処理機等購入費補助金事業（市民） ※令和 5 年度追加 

①学習会と講座等の開催（市民・市民団体・事業者・自治会等） 

②３Ｒサポーター事業（市民） 

③ごみに関する教育冊子の配布（市内の小学 4 年生） 

④環境とごみの紙芝居（市内の幼稚園児） 

①全市一斉清掃（自治会） 

②海岸海浜清掃（事業者・市民団体・市民） 

③レジ袋の削減（市民） 

①不用品再使用推進事業（市民） 

②リユース品抽選会（市民） 

③リユースマーケット（市民・市民団体と協働） 

④もったいないねット（市民） 

⑤Ｒｅｂｏｘ（再製品情報箱）（市民） ※令和 2 年度廃止 

①缶類・びん類・ペットボトルの回収事業（市民） 

②古紙・古布の回収事業（市民） 

③有価物回収奨励金事業（子供会等の市民団体） 

④廃食用油の回収事業（市民） 

⑤紙パックの回収事業（市民） 

⑥ペットボトルキャップ回収事業（市民・学校・事業者） 
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(1) ごみの減量に関すること 

  

①リサイクル推進店制度 

平成 6 年度から始まった制度であり、ごみの減量、リサイクル及び環境の

保全に積極的に取り組む店舗又は事業所をリサイクル推進店に指定し、さら

なるごみ減量とリサイクル推進を図ってきましたが、推進店の登録店舗数の

減少や同様のリサイクルを行っている店舗も多数あることから、事業の形骸

化が著しいため、令和４年度に制度を廃止しました。 

 

表 3-6-1 

 

 

図 3-6-１ 
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 登録店舗数 17 17 廃止    
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②美しいまちづくり奨励事業補助金事業 

ごみの減量化を図り、ごみの分別意識を高め、美しいまちづくりのため、

ごみに関する事業及び活動等を行う自治会に対して、補助金（上限あり）を

交付する事業です。 

  実績を以下に示します。 

 

表 3-6-2 

 

 

図 3-6-２ 
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        R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

補助金申請自治会数(町) 33 29 18 25 30 

補助金交付金額(円) 999,700 742,700 338,200 665,500 1,036,800 
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③生ごみ処理機等購入費補助金事業 

家庭から排出される生ごみの減量を目的として、生ごみ処理機等購入に要す

る経費に対して 2 分の１（上限 2 万円） の補助金を交付する事業です。 

 

表 3-6-３ 

 

 (2) リユース（再使用）に関すること 

①不用品再使用推進事業（リユースコーナー） 

   家庭で不要になった、再使用可能な書籍及び衣類等を受入れ、必要とする

市民の方に提供する場所を設け、リユース意識の向上と啓発を図ることを目

的としています。 

  事業のイメージを以下に示します。 

 

事業のイメージ 

 

表 3-6-４ 

  

   年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

電動式(台) ２０ ３４ 

非電動式処理容器（台） ６ ２ 

段ボールコンポスト (台) ０ ０ 

合計 ２６ ３６ 

補助金額（円) ３９５,０００ ６２４,０００ 

年 度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

持込み人数（人） 984 1,344 1,265 1,186 2,106 

持込み点数（点） 12,433 13,454 14,873 13,698 11,391 

譲受け人数（人） 4,127 4,959 4,797 4,800 4,563 

譲受け点数（点） 11,606 13,764 13,078 12,944 11,625 
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 ②リユース品抽選会（年数回開催） 

ごみの減量とリユース（再使用）・リサイクル（再生利用）の推進を目的と

して、粗大ごみとして廃棄された物の中から、再使用可能な自転車、家具等

を抽選の上、市民の方に無料で提供しています。 

 

表 3-6-５ 

 

 

図 3-6-３ 

 

 

 

 ③リユースマーケット 

  家庭で不要となった使用可能な物品を安易に廃棄せず、必要としている方
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出 品 数    56 136 

申 込 者 数    178 489 

(人) (点) 
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にお届けする場（リユースマーケット）を市民及び市民団体と協働で開催し

ており、リユース意識の高揚を促進しています。 

 

表 3-6-６ 

令和６年度秋開催は雨天中止 

 

④もったいないねット 

  家庭で不要となったものや必要としているものを、有償または無償で譲っ

たり求めたりするための情報交換の場を提供することにより、リユース及び

ごみの減量意識を促進しています。 

 

事業フロ― 

 

 

 

 

 

 

（情報の種類） 

「差し上げます」 不用品を無料で譲りたい場合 

「譲ります」   不用品を有料で譲りたい場合 

「求めます」   不用品を譲り受けたい場合（有料・無料を問わず） 

   

年度 R05 年度（２回開催） R06 年度（１回開催） 

出店者数（人） 223 93 

来場者数（人） 約 5,000 約 2,500 

表３-６-７                 

(令和 6 年度実績) 

差
し
上
げ
ま
す 

受付 5 
譲

り

ま

す 

受付 １ 
求

め

ま

す 

受付 2 
総

 
 
 
 
 

計 

8 

成立 2 成立 0 成立 1 3 

 

 

要らない物が出た 

登録 

 

 

情報を掲示 

 

 

交渉・引取り 
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⑤Ｒｅｂｏｘ（再製品情報箱） 

 家庭で不要になった物に手を加え製作したオリジナル作品の展示スペース

（一人当たり約 30 ㎝四方のボックス）をリサイクル情報センター内に無料

で提供し、同じ趣味を持つ仲間との出会いや、展示作品に興味を持った方が、

自らも製作にチャレンジすることを通じ、ごみ減量や再使用等の意識向上と

啓発を図っていましたが、利用申込者が少ないことや市民の関心度を踏まえ

て、形骸化した事業であることから令和 2 年度に事業を廃止しました。 

 

表 3-6-８ 

 

 

 ⑥ポーセリアンマーケット（陶磁器の食器） 

 家庭で不要になった再使用可能な陶磁器の食器をリサイクル情報センター

に受け入れ、必要とする市民の方に無料で提供するリユースイベントです。

資源の有効活用を通じて、循環型社会に対する市民意識の啓発を図ります。 

 

表 3-6-９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

利用 

申込者数 
事業廃止    

 

年 度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

出 品 数 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 

譲渡品数    
 

 

来場者数    
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(3) 再資源化に関すること 

 

①缶類・びん類・ペットボトルの収集 

 容器包装リサイクル法の施行に伴い、平成 10 年から分別収集を開始してい

ます。 

令和 6 年度の回収量は 1,051 トンです。 

 

 

図 3-6-４ 
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(トン)

                                表 3-6-１０                      

【単 位 ：トン】  

  R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

ア ル ミ 缶 138 165 155 136 138 

ス チ ー ル 缶 112 138 131 108 107 

無 色 び ん 125 131 110 115 107 

茶 色 び ん 182 176 159 172 163 

そ の 他 び ん 100 90 81 117 116 

ペットボトル 355 380 427 409 419 

計 1,011 1,081 1,062 1,057 1,051 
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②古紙と古布 

平成 6 年度から分別収集を実施しています。 

令和 6 年度の回収量は 1,667 トンです。 

 

                                 表 3-6-1１                       

【単 位 ：トン】 

 

図 3-6-５ 
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  R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

新聞紙 ・チラシ 719 728 468 430 385 

雑誌 635 616 724 641 591 

段ボール 590 639 607 583 543 

古布 170 174 165 153 148 

計 2,114 2,157 1,964 1,807 1,667 

(トン) 
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③有価物回収奨励金事業 

  再生利用可能な資源物を回収する自治会等の申請団体に対して、奨励金を

交付することにより、ごみの減量化を推進しています。 

 

○事業対象有価物 （古紙類・びん類・缶類・金属類・布類） 

 ○奨励金の額 

 

 

 

 

 

表 3-6-1２ 

 

図 3-6-６  
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一 升 び ん 10 円／本 

その他びん 5 円／本 

ア ル ミ 缶 10 円／kg 

他の有価物 5 円／kg 

年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

登録団体数 89 70 68 70 73 

回収量（kg） 224,381 208,486 176,386 168,406 146,120 

有価物奨励金額（円） 1,324,909 1,212,856 1,030,644 982,372 862,055 

(トン) (団 体) 
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 ④廃食用油回収事業 

  家庭から排出される食用油をリサイクル情報センターで回収し、バイオデ

ィ―ゼル燃料等にリサイクルしています。 

  回収量が 10 リットル以上ある場合はご家庭まで回収に伺っています。 

図 3-6-7 

 

 

⑤紙パック回収事業 

  牛乳用などの紙パックを、市内 15 ヶ所で拠点回収しています。回収した紙

パックは、トイレットペーパーやティッシュ等にリサイクルされます。 

  「①洗って②開いて③乾かして」。ひと手間かければ、紙パックが身近な

商品の原材料として再利用できることを回収事業を通じて知ってもらい、市

民のリサイクル意識の高揚を図っています。 

図 3-6-８
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⑥ペットボトルキャップ回収事業 

  ごみの減量及びリサイクルの推進を図るため、「もやすごみ」として排出さ

れている飲料用ペットボトルキャップの拠点回収事業を平成 21 年度から実

施しています。回収量の増加を図るため、平成 30 年度から地区公民館や児童

館でも回収を開始しました。 

回収したペットボトルキャップは、プランターなどにリサイクルされるほ

か、世界の子供たちにワクチンを届ける活動等に寄与しています。 

 

表 3-6-13 

※1 協力人数は団体内人数を含む。団体数は個人持ち込みを含む。拠点回収の協

力人数等は把握できていない。 

※2 R2 年度～3 年度はキャップ重量 1 個 2.5ｇ、Ｒ4 年度より 2ｇ。 

 

図 3-6-9 
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        R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

回 収 個 数(個 ) 1,568,000 1,422,000 1,991,000 2,116,500 2,305,500 

協 力 人 数 ※1 8,049 7,669 7,076 10,307 6,024 

協 力 団 体 数  791 912 935 902 922 

回 収 重 量(kg) ※2 3,920 3,555 3,982 4,233 4,611 

(Kg) (人) 
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(4) 啓発に関すること 

 

①学習会と講座等の開催 

  自治会、学校、婦人会等の各種団体の集まりに職員を派遣し、ごみ及びリ

サイクルに関する学習会を行ったり、新聞紙や紙パックを使った工作講座な

どを開催し、ごみの減量及びリサイクルの必要性と重要性について啓発を行

っています。 

 

              

 

表 3-6-14 

 

 

②３Ｒサポーター事業 

この事業は、平成 24 年度から実施しており、３Ｒ（リデュース・リユー

ス・リサイクル）に興味のある市民の方を対象に、行政と循環型社会の形成

を目指す３Ｒサポーター（支持者）を募り、今後の施策等への住民協力及び

参加の基盤拡充と促進を図っています。 

市が実施しているごみ減量及びリサイクル事業等に、サポーター登録され

た方が協力又は参加いただいた場合にポイントを付与し、貯まったポイント

数に応じてエコ関連グッズと交換しています。 

表 3-6-15 

   

        R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

 開催回数 未実施  未実施  未実施  未実施  2 

        R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

新規登録者数（人） 69 92 83 54 101 

登録者内訳（人） 
女性 60 

男性 9 

女性 76 

男性 16 

女性 74 

男性 9 

女性 35 

男性 19 

女性 81 

男性 20 

学習会 社会見学 エコキャンドル 
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③ごみに関する教育冊子の配布 

環境保全意識の高揚とごみ減量化の積極的参加を促すため、平成 14 年か

ら、市内の小学４年生を対象に、ごみに関する教育冊子を作成し配布してい

ます。この冊子では、別府市のごみ処理やリサイクルの流れのほか、ごみを

減らす方法や工夫などを、小学生に分かりやすく説明しています。 

 

       
 

表 3-6-16 

 

 

④環境紙芝居 

  ごみの分別やリサイクルの意識を幼少期から芽生えさせることを目的に、

平成 22 年度から、市内幼稚園で「ごみとリサイクル」をテーマにした紙芝居

を実施しています。日本の文化である紙芝居は子供たちに好評で、楽しく学

べている様子が見られます。 

  

 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

配布部数 978 923 911 879 810 
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(5) その他 

 

①全市一斉清掃 

６月の環境月間の一環として、６月第 1 週の日曜日に市内全域において各

自治会の協力のもと地域の公園、道路、側溝等の公共施設の清掃を実施する

ことにより、美化運動を推進していくことを目的としております。 

 

 

 

図 3-6-10 

 

※市民参加人数は自治会からの参加届出人数 
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②海岸海浜清掃 

７月の祝日「海の日」前日の

日曜日に、事業団体及び市民の

皆様が主体となって、海岸線・

漁港・海水浴場に漂着ごみや草

などの清掃活動をボランティ

アで実施しています。 

 

 

表 3-6-17 

※令 和 ２・３年 度 は、新 型 コロナウイルス感 染 症 の影 響 で未 実 施  

※令 和 ４年 度 は、スパビーチ・餅 ケ浜 海 浜 公 園 ・上 人 ケ浜 ・関 の江 海 岸 の４か所 で実 施  

※令 和 ５年 度 は、スパビーチ・餅 ケ浜 海 浜 公 園 ・関 の江 海 岸 の３か所 で実 施  

※令 和 ６年 度 は、天 候 不 良 のため中 止  

図 3-6-11 
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 ③レジ袋の削減 

  地球温暖化の防止と循環型社会の構築に向け、レジ袋を削減するため、平

成 21 年 3 月に事業者・消費者団体・行政関係者で「大分県におけるレジ袋

削減に向けた取組に関する協定」を締結し、「レジ袋無料配布の中止」を実

施してまいりました。令和 2 年 7 月 1 日から全国でレジ袋の有料化が義務化

されたことに伴い、協定は令和 2 年 6 月 30 日を以って終了しましたが、今

後も引き続き、マイバッグ持参等によるレジ袋削減に積極的に取り組んでま

いります。 

 

表 3-6-18 

※マイバッグ持参率は食品スーパー等のみの数値。            (大分県資料より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 

 大分県 

 マイバッグ持参率(%) 
85.0 84.9 84.7 83.8 84.1 

 別府市 

 マイバッグ持参率(%) 
84.2 84.2 83.7 83.0 82.9 

大分県内レジ袋無料配布中止の成果（(H21.6～R2.3) 

 レジ袋削減枚数              約 9 億 94 万枚 

 ごみの削減量              約 9,009 トン 

  ＣＯ２削減量 
             約 55,858 トン 

(杉 399 万本分の年間ＣＯ２吸収量に相当） 

  石油削減量              約 16,487 キロリットル 
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7. ごみの処理・処分の現状 

 

(1) 収集運搬 

  ごみの収集運搬の現状については、2.ごみの収集体制と排出方法の図 3-

2-1 のとおりです。 

 

(2) 中間処理 

  一般廃棄物に該当するごみの中間処理については、藤ヶ谷清掃センター 

で行っています。 

 藤ヶ谷清掃センターは、別府市・杵築市・日出町の 2 市 1 町で設立した

別杵速見地域広域市町村圏事務組合が管理及び運営をしています。 

  平成 26 年 7 月より新施設が稼働しており、施設の管理と運営について  

は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合が民間事業者へ委託しています。 

 

①焼却処理 

家庭から排出される「もやすごみ」と事業系一般廃棄物については、藤ヶ

谷清掃センターにて、焼却処理しています。 

新焼却施設の概要を以下に示します。 

 

表 3-7-1 

熱回収施設(ごみ焼却施設)           

 

名  称 藤ヶ谷清掃センター 

所 在 地 別府市大字平道字藤ヶ谷次の 333-3 

施設規模及び形式 処 理 能 力 235ｔ/日（117.5ｔ/日×2 炉） 

受 入 供 給 設 備 ピットアンドクレーン 

焼 却 設 備 ストーカ式焼却炉 

燃焼ガス冷却設備 廃熱ボイラ 

排 ガ ス 処 理 設 備 無触媒脱硝＋ろ過式集じん機＋触媒脱硝 

発 電 設 備 蒸気タービン発電機（4,000ｋＷ） 

通 風 設 備 平衡通風式 

灰 処 理 設 備 
（焼却灰）場外資源化 

（飛 灰）安定化薬剤処理 

給 水 設 備 井水、再利用水 

排 水 処 理 設 備 場内循環利用によるクローズド方式 

電 気 設 備 特別高圧受電 

計 装 制 御 設 備 集中管理方式 
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②破砕処理 

藤ヶ谷清掃センターに搬入される「もやさないごみ」と粗大ごみについて

は、破砕機で破砕した後に磁力選別機・アルミ選別機で鉄とアルミを取り出

して資源化しています。 

選別後の残渣は、焼却場の可燃ごみピットに投入され「もやすごみ」と一

緒に焼却処理されています。 

 

表 3-7-2 

リサイクルセンター（粗大ごみ等処理施設） 

 

 

③処分（埋立量） 

  ごみの焼却後によって発生した焼却灰は、セメント原料化しており、焼却 

飛灰については、藤ヶ谷清掃センターの埋立処分地施設に埋立て処分されて 

います。 

  また、家庭から発生した土砂及び瓦礫等は、有料で南畑不燃物埋立場にて

受け入れ、埋立て処分しています。 

  埋立処分地施設及び埋立場の概要を次ページに示します。 

 

 

 

 

 

 

表 3-7-3 

名 称 藤ヶ谷清掃センター 

所 在 地 別府市大字平道字藤ヶ谷次の 333-3 

施設規模及び形式 形 式 破砕、磁力選別、アルミ選別 

処 理 能 力 25ｔ／日 

運 転 方 式 1 日 5 時間運転 

施 設 構 成 
受入供給、破砕、搬送、選別、貯留、搬出 

集じんなど 

処理対象物 不燃ごみ、粗大ごみ 

主 要 設 備 
一次破砕機、二次破砕機、磁選機、アルミ選

別機 
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ア）埋立処分場の概要 

 

表 3-7-4 

イ）埋立処分量                                            (単位:トン) 

 

 

表 3-7-5 

ウ) 南畑不燃物埋立場の概要 

 

 

 

 

名 称 藤ヶ谷清掃センター埋立処分地施設 

所 在 地 別府市大字平道字藤ヶ谷次の 333-3 

埋 立 対 象 物 

焼却飛灰 

※平成 25 年度までは焼却主灰、焼却飛灰、不燃残  

 渣 

埋立開始年月（開設年月） 昭和 53 年 9 月 

総 面 積 藤ヶ谷清掃センター総面積 94,455ｍ 2 

埋 立 地 面 積  24,636 ㎡ 

全 体 容 量 397,120 ㎥ 

埋 立 工 法 サンドイッチ工法 

残 余 容 量 10,721 ㎥（R2.3.31 現在） 

遮 水 工 不透水性地層 

浸 出 水 処 理 施 設 生物化学的処理及び物理化学的処理 

浸 出 水 処 理 方 式 雨水集水設備 

 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

埋立量 2068.83 2728.06 2611.20 2072.37 1,931.30 

名称 別府市南畑不燃物埋立場 

所在地 別府市大字南畑字焼分ヨリ石塔 

埋立対象物 土砂・がれき類 

埋立開始年月（開設年月） 昭和 53 年 6 月 

埋立面積 198,000 ㎡ 

埋立容量 625,000 ㎥ 

残余容量（R2.3.31 現在)  23,570 ㎥ 
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8. ごみ（一般廃棄物）の処理経費 

別府市内から排出されるごみ（資源物含む。）の処理経費は以下のとおりです。 

本市における令和 6 年度の市民１人当たりの年間ごみ処理費用は 10,959 円

です。 

                                

                表 3-8-1       (一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 実 態 調 査 より)  

 

 

※(b1)(b2)÷(a)×1,000＝(c1)(c2)  ※(c1)(c2)÷365(366)×1,000＝(d1)(d2)  

※処理経費合計÷(b1)(b2)×1,000＝ (e1)(e2) ※処理経費合計÷(a)×1,000＝ (f) ※ (f)÷365(366)＝ (g) 

単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

千円 0 0 0 0 0

千円 0 0 0 0 0

千円 1,855 275 152 773 0

千円 510 1,328 4,678 10,628 6,205

千円 0 0 0 0 0

千円 0 0 0 0 0

千円 2,365 1,603 4,830 11,401 6,205

千円 149,878 116,816 114,564 109,062 112,481

千円 270,578 262,615 243,405 227,749 254,677

千円 0 0 0 0 0

千円 5,502 6,006 4,437 6,354 7,723

千円 121,504 122,178 146,454 35,494 35,768

千円 0 0 0 0 0

千円 2,691 2,833 2,789 15,077 3,055

千円 7,649 1,491 2,074 14,441 0

千円 219,382 220,303 232,252 340,276 319,303

千円 52,174 53,417 47,008 45,672 43,296

千円 0 0 0 0 0

千円 43,192 45,381 45,775 44,497 51,312

千円 306,591 335,437 330,610 475,782 372,823

千円 0 0 0 0 0

千円 1,179,141 1,166,477 1,169,368 1,314,404 1,200,438

千円 14,355 13,535 12,932 12,764 13,321

千円 1,195,861 1,181,615 1,187,130 1,338,569 1,219,964

調 査 研 究 費

小計

そ の 他

合 計

技
能
職

収 集 運 搬

中 間 処 理

最 終 処 分

組 合 分 担 金

最 終 処 分 費

車 両 等 購 入 費

委
託
費

収 集 運 搬 費

中 間 処 理 費

最 終 処 分 費

そ の 他

処
理
費

収 集 運 搬 費

中 間 処 理 費

処
理
及
び
維
持
管
理
費

人
件
費

一 般 職

区分

建
設
・
改
良
費

工
事
費

収 集 運 搬 施 設

中 間 処 理 施 設

最 終 処 分 場

そ の 他

調 査 費

組 合 分 担 金

小計

単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

(a) 人 114,216 112,655 112,991 112,010 111,319

(b1) ｔ 48,340 48,201 47,869 47,190 45,444

(b2) ｔ 44,978 44,742 44,655 44,146 42,567

(c1) ㎏ 423 428 424 421 408

(c2) ㎏ 394 397 395 394 382

(d1) ｇ 1,160 1,172 1,161 1,151 1,118

(d2) ｇ 1,079 1,088 1,083 1,077 1,048

(e1) 円/ｔ 24,739 24,514 24,800 28,366 26,845

(e2) 円/ｔ 26,588 26,410 26,585 30,322 28,660

(f) 円/人.年 10,470 10,489 10,506 11,950 10,959

(g) 円/人.日 28.7 28.7 28.8 32.7 30.0

１ 人 あ た り の 年 間 処 理 費 用

１ 人 １ 日 あ た り の 処 理 費 用

年 間 収 集 量

１人１年あたりの排出量（資源
物・集団回収含）

１ 人 １ 年 あ た り の 排 出 量

１ 人 １ 日 あ た り の 排 出 量

１ｔあたりの処理費（資源物・集
団回収含）

１人１日あたりの排出量（資源
物・集団回収含）

１ ｔ あ た り の 処 理 費

人 口 （ 各 年 度 末 ）

年間総排出量（資源物・集団回収含）

区分
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9. ごみ処理における現状と課題 

 本市のごみ処理の現状と課題を施策等も交えながら以下に示します。 

 

 

 

①リサイクル推進店制度 

 推進店の登録店舗数の減少や同様のリサイクルを行っている店舗も多数ある 

ことから、事業の形骸化が著しいため令和 4 年度に制度を廃止しました。 

②美しいまちづくり奨励事業補助金事業 

 事業の内容を精査し、今後の方向性の検討が必要です。 

③不用品再使用推進（リユースコーナー）事業 

 事業利用者の固定化が顕著であり、事業の主旨が利用者に伝わる努力をして

利用者を増やす必要があります。 

④リユース品抽選会 

 出品物の確保に苦慮していることや、費用対効果の面からも事業の存続につ

いて検討が必要です。 

⑤リユースマーケットの開催 

 来場者も多く賑わいのある施策ですが、将来を見据えた検討が必要です。 

⑥もったいないねット 

 利用者が少ないことから、事業の周知やネットを使用したデジタル化への推 

進を図ります。 

⑦Ｒｅｂｏｘ（再製品情報箱）事業 

  利用申込者が少ないことや市民の関心度を踏まえて、形骸化した事業である 

ことから、令和 2 年度に事業を廃止しました。 

⑧ポーセリアンマーケット 

  定期的な事業ではなく、スポット的な開催を検討します。 

⑨資源物の回収事業（缶・びん・ペットボトル・古紙・古布） 

 回収量が横ばいで推移していることから、回収量の増加を促す更なる啓発が 

必要です。 

⑩有価物回収奨励金事業 

事業自体は安定していますが、事業の趣旨が浸透していない可能性があるた 

め、事業の有効性等の啓発が必要です。 

⑪生ごみ処理機等購入費補助金事業 

家庭から出る生ごみの減量に効果的であるとの判断から事業を推進します。 

⑫廃食用油、紙パック、ボトルキャップ回収事業 

 回収量を増やす方法等の検討が必要です。 

(1) ごみの減量と再資源化等の取組・施策に関すること 
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⑬学習会と講座等の開催 

 施設の老朽化等に伴い、施設内での講座等の開催は実施していませんが、要

請等に応じて出向いて実施する体制をとっています。 

⑭３Ｒサポーター事業 

 サポーターとの連携や協働の方法を考える必要があります。 

⑮ごみに関する教育冊子の配布 

 令和 7 年度に改訂版の作成を予定しており、令和 8 年度からの 4 年間は、紙

媒体での配布となるが、小学校の授業でパソコン及びタブレット端末を使用し

ていることから、今後はデータでの配布を検討します。 

⑯環境とごみの紙芝居 

 情操教育を意識した内容の充実が必要です。 

 

 

 

①ごみの分別排出の指導強化 

   排出されるごみの中には、分別が不適正なものや資源物などが混入してお

り、市民の方々に分別に対するさらなる周知と指導が必要です。 

②委託業者への研修と指導 

 別府市内のもやすごみ(狭隘・山間部除く。)の収集運搬、古紙・古布の収集 

  運搬と選別保管業務を業者に委託していますが、円滑な収集と運搬を行うた

め、委託業者に対しての研修及び指導を行う必要があります。 

③許可業者への指導の強化 

 一般廃棄物の適正な処理を行うため、本市が許可している一般廃棄物収集運 

搬業者に対しての指導の強化が必要です。 

④無許可業者への指導の強化 

 廃棄物処理法に抵触している無許可業者に対して、許可の取得等を含めた指 

導の強化が必要です。 

⑤越境ごみ対策の強化 

 区域外から焼却場に搬入される越境ごみに対する対策の強化が必要です。 

⑥ごみの排出困難者に配慮した収集の充実 

 家庭から発生したごみを、排出場所まで出せない方への収集体制の充実を図 

ることが必要です。 

⑦ごみの分類と品目の見直し 

 現行のごみの分類と品目を精査し，見直す検討も必要です。 

⑧収集品目及び収集方法等の見直し 

 現行の収集品目及び収集方法等を精査することが必要です。 

(2) ごみの収集と運搬に関すること 
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①資源有効利用促進法  ※1 

（資源の有効な利用の促進に関する法律 ・H13 年) 

資源の有効な利用の促進に対する住民の取組を促進する施策を検討する必要 

があります。 

 

※1 本法は、事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化す

るとともに、発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)を促進させることを目的とし

ており、10 業種 69 品目を省令により指定し、事業者に対して 3R(副産物の発生抑制・

再生資源又は再生部品の利用・資源化等)の取組を求めており。消費者には製品の長期

間使用や再生資源・再生部品の利用を促しています。 

 

②容器包装リサイクル法 ※2 

(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に係る法律・H12 年) 

本市では、同法律に則り資源物(缶類・びん類・ペットボトル等)を分別回収 

していますが、回収量の増加及び水洗い等の排出による品質向上のため、さら

なる啓発方法と周知方法を思慮しなければなりません。  

 

※2 本法は、家庭から排出されるごみに占める割合が 6 割に達する容器包装廃棄物を対 

象に、資源としての有効利用と廃棄物の減量を目的とした回収リサイクルシステムを 

確立するために制定されました。 

 

③家電リサイクル法 ※3 

(特定家庭用機器再商品化法・H13 年) 

 本市では、不法投棄及び不適正処理の防止のため、家電リサイクル法対象品 

目を回収していますが、それらの行為は減少傾向ではあるものの、後を絶たな 

い状況であり、今後も引き続き同法の周知と啓発が必要です。 

 

※3 家庭から排出される廃家電製品の多くは、破砕処理後に鉄などを回収後に埋立て処 

分されていましたが、同法は最終処分場の延命と廃棄物の減量と再生資源の利用を図 

ることを目的として制定されました。 

     使用済み廃家電製品の小売業者の引取りと製造業者による再商品化、消費者廃棄時 

の収集運搬料金とリサイクル料金の支払いなどの役割分担を定めています。 

対象品目は、R2 年 4 月現在、テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾 

燥機です。 

(3) 各種リサイクル法に関すること 
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 ④食品リサイクル法  ※4 

(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律・H13 年) 

 本市から発生する廃棄物量に占める食品系廃棄物量は、家庭系ごみで約

43.5％、宿泊施設などの事業系ごみでも同等な数値と推算されており減量等の

施策及び啓発の検討が必要です。 

 

※4 食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生してい 

る食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させる 

とともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造・流 

通・外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的としています。 

 

⑤小型家電リサイクル法  ※5 

(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律・H25 年) 

 本市では、平成 25 年 7 月から、もやさないごみ(不燃物)として排出されて 

いるレアメタル(希少金属)含有の使用済小型家電の回収を実施しています。 

回収方法は、5 ヶ所の拠点回収と、もやさないごみ(不燃物)収集時でのピッ 

クアップ回収を行っていますが、実績を精査して、今後の方向性等を協議する

必要があります。 

 

※5 本法は、使用済小型電子機器に利用されている金属その他の有用なものの相当部分

が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進

するための措置を講じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、

生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。 

 

⑥建設リサイクル法  ※6 

(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律・H14 年) 

主に産業廃棄物である建築解体から発生する廃棄物のリサイクル法ですが、

法対象にならない廃棄物が不法投棄などの不適正な処理をされないよう、パト

ロール等を行うことが必要です。  

 

※6 本法は、建築物等の解体工事に伴って排出されるコンクリート廃材、アスファルト

廃材、廃木材の分別及び再資源化を義務づけており、建設廃棄物のリサイクルと減量

化を目的としています。 
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 ⑦自動車リサイクル法  ※7 

(使用済自動車の再資源化等に関する法律・H17 年) 

 自動車メーカー及び輸入業者を対象とした法律ですが、不適正処理の防止に

向けての連携を図る必要があります。 

 

※7 本法は、シュレッダーダスト、カーエアコンに使用されているフロン類、エアバッ

グ類の 3 品目について、自動車メーカー及び輸入業者に回収・再資源化(フロンは破

壊・無害化)を義務付けたものです。 

 

⑧グリーン購入法 ※8 

(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律・H13 年) 

令和 2 年度策定の別府市グリーン購入調達方針に沿って、環境への負荷が出

来るだけ少ない製品やサービスを継続して購入していきます。事業者への周知

も検討する必要があります。 

 

※8 本法は、循環型社会形成のためには、再生品等の需要面からの取組が必要との観点

から、循環基本法の個別法として制定されており、国や独立行政法人等は、グリーン

購入(環境への負荷が少ない製品やサービスの購入)を義務化(地方自治体では努力義

務)しています。 

   また、物品の製造・輸入・販売等を行う事業者に対しては、その製造する物品につ

いても環境情報を適切な方法により提供するよう努めること。 

 

⑨プラスチック資源循環促進法案 ※9 

(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案・R3 年 3 月閣議決定) 

 現在、本市では、「プラスチック製容器包装」はもやすごみ、「プラスチック

製の製品」はもやさないごみとして分別回収していますが、プラスチック資源

として国内循環促進の重要性が高まる中、本市でも、プラスチックごみの資源

循環に向けた方法等について、総体的に協議する必要があります。 

 

※9 本法案は、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強

化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を一層促進する重要

性が高まっていることを踏まえ、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至る

までのライフサイクル全般であらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組を促

進するための措置を講じることを目的としています。 
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①不法投棄防止の強化 

 パトロールや不法投棄禁止看板等の設置により、不法投棄の件数は減少傾向

ですが、今後も監視体制の強化や市民に対しての周知が必要です。 

 

②協働によるボランティア清掃の促進 

 美しい町づくりを目指し、市民・事業者と協働したボランティア清掃を促進

するため、何らかの施策を検討する必要があります。 

 

③全市一斉清掃・海岸海浜清掃 

 6 月に行われる自治会を中心とした全市一斉清掃、7 月に行われるボランテ

ィアによる海岸海浜清掃については、参加への啓発と周知が必要です。 

 

 

 

 

 

①広域圏事務組合との連携の強化 

本市から発生するごみの円滑な処理を行うためには、藤ヶ谷清掃センターの    

管理と運営を民間事業者に委託している別杵速見地域広域市町村圏事務組合と

の情報共有及び意見交換等の連携を強化することが必要です。 

 

②近隣自治体との連携の強化 

 現在、本市・杵築市・日出町とごみに関する協議会を定期的に開催してお

り、統一した見解や情報の提供を行っていますが、更なる連携の強化が必要で

す。 

 

③県との連携の強化 

 県の所管である産業廃棄物関係を含む不法投棄や不適正焼却などの事案につ

いては県と連携して対応していますが、今後、様々な事案が発生する可能性が 

あることから、更なる連携の強化が必要です。 

 

④市民及び事業者等との連携 

 ごみの減量及びリサイクルを推進するためには、市民及び事業者の理解と協

力が必要不可欠であり、新たな連携体制を模索する必要があります。 

(4) 環境の保全に関すること 

(5) 連携に関すること 
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①災害廃棄物への取組 

 本市が策定している「別府市地域防災計画」を補完し、南海トラフ地震が発

生した場合を主として想定した災害に対する事前の体制整備等を中心として、

市民・事業者・行政の連携に基づく災害廃棄物の円滑な処理を推進するため

R2 年 3 月に「別府市災害廃棄物処理計画」を改定し、平時の準備を含めた一

連の関連業務をマニュアル化した「別府市災害廃棄物処理マニュアル」を新た

に策定しました。実効性確保のため、関係団体との連携を図りながら、内容の

見直しや改訂を継続的に行っていきます。 

 

②温室効果ガス対策への取組 

地球温暖化の要因の一つである二酸化炭素等の温室効果ガスについて、周知

が必要です。 

 

③環境省一般廃棄物会計基準 

一般廃棄物処理事業に関する費用分析を行うため財務書類を作成するにあた

り、費用分析の対象となる費目や費用等の配賦方法、資産の減価償却方法等に

ついて標準的な手法を定めた「一般廃棄物会計基準」の導入を検討する必要が

あります。 

 

④処理が困難な廃棄物の円滑な処理ルートの確立 

別府市内から排出される一般廃棄物は、藤ヶ谷清掃センターに搬入され焼却

や破砕処理を行いますが、現施設では処理できない物もあるため、それらを円

滑に処理できるルートの確立が必要です。 

また、法律等で処理方法が決まっているため、現施設に搬入出来ない品物も

あり、それらについては周知が必要です。 

 

 

 

 

 

(6) その他 


